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はじめに

　地球温暖化とは、二酸化炭素（CO2）などの熱を吸収する性質を持つ温室効果ガスが、石炭や
石油などの化石燃料を生活や経済活動などに利用することに伴い増加する一方で、森林の破壊等
に伴って温室効果ガスの吸収量が減少することにより、大気中の温室効果ガスの濃度が高まり、
地球の気温が上昇する現象である。
　今後、地球温暖化の程度が増大すると、気候変動により、自然及び人間社会に深刻で広範囲に
わたる不可逆的な影響が生じる可能性が高まるとされている。
　気候変動はすでに観測されており、陸域と海上を合わせた世界の平均地上気温は、1880年～
2012年の期間に0.85℃上昇し、大気や海洋の温暖化、雪氷の量の減少、海面水位の上昇、海洋
酸性化等、世界中で広範囲にわたる影響を及ぼしている。
　川崎市における地球温暖化対策は、1998年に「川崎市の地球温暖化防止への挑戦～地球環境
保全のための行動計画～」を策定したことを皮切りに、2009年の川崎市地球温暖化対策の推進
に関する条例の制定や2010年の「川崎市地球温暖化対策推進基本計画」の策定、また関連方針の
策定などにより、取組を充実させ、推進してきた。とりわけ、全国的には温室効果ガス排出量が増加
基調にある中で、1990年度比で2015年度の温室効果ガス排出量は16.8%の削減となるなど、着実
な成果を上げてきた。
　こうした中、2015年12月に、フランス・パリで開催された国連気候変動枠組条約第21回締約国
会議（COP21）において、京都議定書に代わる2020年以降の国際的な温暖化対策の枠組みと
して「パリ協定」が採択され、我が国においても、2016年5月に2030年度における温室効果ガス
排出量の削減目標を掲げた地球温暖化対策計画が閣議決定されるなど、地球温暖化対策に係る
国内外の環境が大きく変化してきている。
　川崎市では、これらの環境の変化を踏まえながら、低炭素社会の実現に向け、これまで以上に
地球温暖化対策を推進していくため、2018年3月に「川崎市地球温暖化対策推進基本計画」を
改定した。
　この「川崎市地球温暖化対策推進実施計画」は、状況変化に即した実効性のある計画として、
基本計画に基づく地球温暖化対策等を推進するために策定するものである。
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かわるん

生まれも育ちも川崎で、市民の皆様に
より 3Rを身近に感じてもらうために
活動する妖精

エコちゃんず

頭の上に葉っぱの「ろじぃちゃん」（エコロジー）
頭の上にお財布の「のみぃちゃん」（エコノミー）
「低炭素」「資源循環」「自然共生」に配慮した「エコ
暮らし」を目指して、日々活動している

モリオン

市民100万本植樹運動のイメージキャラ
クター
森の神様に仕える森の妖精
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第1章  川崎市地球温暖化対策推進計画の基本的事項

マルチベネフィットの地球温暖化対策等により低炭素社会を構築

1 川崎市地球温暖化対策推進基本計画の概要

○優れた環境技術、ライフスタイルの多様化に対応する低炭素型のサービスなどを市民生活
　に活用していくことで、少子高齢化社会においても、誰もが暮らしやすい生活環境の実現へ

○再生可能エネルギー導入やICT活用などのエネルギー最適利用により、災害時における安
　全・安心、市民生活の利便性や質の向上へ

○川崎の特徴と強みである環境技術・環境産業の集積を活かし、川崎の発展を支える産業の
　振興や国際競争力の強化、さらには国際貢献へ

○水素エネルギーの積極的な導入と利活用により、｢未来型環境・産業都市｣の実現へ

○川崎市の実情や特性等に応じた気候変動適応策に取り組んでいくことにより、市民が健康で
　快適に暮らし続けることができるまちづくりへ

○各主体の連携・協働により、普及啓発や環境教育・環境学習を広めていく活動を通じて、
　地域の活動の活発化や地域コミュニティの活性化へ

～マルチベネフィットの例～

（1）基本理念

　川崎市地球温暖化対策推進計画は、川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例（以下「条例」という。）
に基づき、川崎市地球温暖化対策推進基本計画（以下「基本計画」という。）と川崎市地球温暖化対策
推進実施計画（以下「実施計画」という。）の 2部構成としている。
　基本計画は、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に進めるため、市民生活や事業活動における温室
効果ガス排出量の削減を行う「緩和策」、既に現れている影響や中長期的に避けられない影響に対する
「適応策」を対象とし、計画期間や目標、施策の基本的方向を定めている。

基本計画では、地球温暖化対策等が経済・社会的側面にも関わるまちづくりの諸課題の解決に資
することを踏まえ、地球温暖化対策等によって得られる「多様な便益（=マルチベネフィット）」に
着眼することを基本理念としている。これは、経済・社会・環境をめぐる広範な課題に統合的に取
り組むという SDGs（※）の考え方にも沿うものである。
※ SDGs（Sustainable Development Goals）… 持続可能な開発目標
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（2）基本方針
基本計画では、基本理念を踏まえた基本方針として、次の 5つを挙げている。
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（3）温室効果ガス排出量の削減目標等
基本計画で掲げる 2030 年度における温室効果ガス排出量の削減目標は次のとおりである。

基準年度
（1990） 

国の基準年度
（2013） 

長期的な水準年度
（2050） 

新たな目標年度
（2030） 

▲30%以上  

▲20％以上 

▲13.8％
（1990年度比）  

今までと同様の取組だけでは人口増加、産業推移など
により排出量は増加（2013年度比＋3％）するが、国
の地球温暖化対策計画と連携した取組により、1990
年度比30％以上、2013年度比20％以上削減する。
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Ⅰ 低炭素で快適な市民生活
　 のまち

Ⅷ 環境技術・環境産業で
　 貢献するまち

Ⅱ 低炭素な事業活動のまち

Ⅲ 再生可能エネルギー等の
　 導入とエネルギーの最適
　 利用による低炭素なまち

Ⅳ 低炭素な交通環境のまち

Ⅴ 多様なみどりが市民を
　 つなぐまち

Ⅵ 低炭素な循環型のまち

Ⅶ 気候変動に適応し安全で
　 健康に暮らせるまち

基本理念

温室効果ガス排出量の
削減目標

マルチベネフィットの
地球温暖化対策等により
低炭素社会を構築

基本方針

1 温室効果ガス排出量の削減
を進める

2 再生可能エネルギー等の導
入とエネルギーの最適利用
を進める

3 気候変動への適応を進める

4 環境技術・環境産業により
貢献する

5 市民・事業者・行政の連携・
協働を進める

2030年度までに1990年度比30%
以上（2013年度比では20%以上）の
温室効果ガス排出量の削減を目指す

<8つの基本的方向>

（4）施策の方向性
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1 市民生活における温室効果ガス排出量

　削減の推進

<12の施策の方向性> <30の施策>

1 環境技術・環境産業による貢献の推進

1 事業活動における温室効果ガス排出量

　の削減の推進

1 再生可能エネルギー等の導入と

　エネルギーの最適利用の推進

1 交通における温室効果ガス排出量

　削減の推進

1 緑地の保全・緑化等の推進

1 循環型社会形成の推進

1 気候変動適応策の推進

① エコ暮らし（スマートライフスタイル）の推進

　 住宅の創エネ・省エネ・蓄エネの総合的取組の推進（Ⅲで掲載）

～CCかわさきエコ暮らし・未来へつなげる30プラン～
30施策により2030年度までに30%以上の温室効果ガス削減を目指して

① 環境技術の普及と次世代技術の開発等の推進

② 環境技術を活かした国際貢献の推進

① 大規模事業者における温室効果ガス排出量の削減の推進

② 中小規模事業者における温室効果ガス排出量の削減の推進

③ スマートコンビナート等の推進

① エネルギーの地産地消・自立分散の推進

② エネルギーの最適利用の推進

③ 次世代エネルギー等の導入の推進

① 環境にやさしい交通ネットワークの整備の推進

② 公共交通機関の利便性向上の推進

③ 次世代自動車等の普及の推進

① 樹林地・農地の保全と緑化の推進

② 公園緑地の整備の推進

③ 水辺空間の活用の推進

① 市民生活における廃棄物の 3R の推進

② 事業活動における廃棄物の 3R の推進

③ 廃棄物処理における温室効果ガス排出量の削減の推進

① 治水・水害対策の推進

② 熱中症対策の推進

③ 感染症対策等の推進

④ 暑熱対策（ヒートアイランド対策含む）の推進

⑤ 気候変動に関する観測・分析、調査研究等の推進

① 市施設における温室効果ガス排出量の削減の推進

② 公用車における次世代自動車の導入等の推進

③ 環境に配慮した契約や物品購入の推進

① 新築建築物の省エネ化・ゼロエネ化の推進

② 既築建築物のエネルギー性能の向上の推進

2 環境教育・環境学習の推進

2 環境に関する総合的な研究の推進

2 市役所の率先取組の推進

2 建築物のエネルギー性能の向上

① 環境教育・環境学習の推進

① 環境に関する総合的な研究の推進
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2 実施計画の基本的事項

（1）策定の目的
実施計画は、条例第 7条に基づいており、基本計画に基づく地球温暖化対策の推進のために実施

する具体的な事務事業（市の事務事業等の取組を中心とする）を定め、適切な進行管理を行うことで、
基本計画と実施計画の一体的な運用による総合的かつ計画的な地球温暖化対策等の取組を推進する
ために策定するものである。

（2）計画の対象
基本計画に基づき、地球温暖化対策等の取組を推進するため、8つの基本的方向ごとの 12 の施策

の方向性及び 30 の施策に基づく事務事業を実施計画の対象とする。

（3）計画の期間
基本計画の計画期間である 2018 年度から 2030 年度までの 13 年間のうち、実施計画第 1期間は、
2018 年度から 2021 年度までの 4年間を計画期間とする。

（4）対象とする事務事業
実施計画では、市の総合計画に位置づけられた事務事業のうち、基本計画で位置づけられた 8つ

の基本的方向、12 の施策の方向性、30 の施策に基づいて展開される具体的な事務事業を体系化する。
また、事務事業の特性に応じて活動量などの定量的・定性的な指標を定める。
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（5）重点プロジェクト
実施計画では、基本計画に掲げる温室効果ガス排出量削減目標の達成に向け、特に重点的に取り

組むべきものについて、重点プロジェクトとして位置づける。あわせて、市の地球温暖化対策推進
体制である「川崎市温暖化対策推進本部」内に当該プロジェクトに応じた部会を組織し、取組を推
進する。
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第2章  温室効果ガス排出量の状況

1 川崎市の温室効果ガスの排出状況

2 川崎市の二酸化炭素の排出状況

　2015 年度の温室効果ガス排出量（暫定値）は、2,320.8 万トン - CO2で、基準年度の排出量 2,788.4 万
トン - CO2と比較して、16.8% の削減（国は 2.1% 増）となった。
　このうち二酸化炭素（CO2）の排出量は、2,271.7 万トン - CO2で、温室効果ガス排出量の 97.9% を占め、
基準年度比で 10.4% の削減となった。

　二酸化炭素排出量は、エネルギー転換部門、産業部門、工業プロセス部門等では基準年度より削減
している一方、民生部門（家庭系）と民生部門（業務系）では増加しており、2015 年度の排出量はそ
れぞれ基準年度比 73.7%、103.7% の増加となっている。
　また、部門別構成比を見ると、産業系（エネルギー転換部門、産業部門、工業プロセス部門）の排
出量が 7割以上を占めている。これは、臨海部を中心に製造業が集積しているためで、全国平均の 4
割程度と比較して非常に高い比率となっている。

実施計画-01-70-本文_1.indd   8実施計画-01-70-本文_1.indd   8 2018/03/23   14:572018/03/23   14:57



9

 

 

【川崎市・2015 年度暫定値】 【国・2015 年度】

出典：川崎市資料
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第3章  重点プロジェクト

1 エコ暮らし推進プロジェクト

2 環境エネルギー推進プロジェクト

　地球温暖化対策等の推進には、市民一人ひとりが低炭素・資源循環・自然共生型のライフスタイル
に転換していくことが重要である。国民運動「COOL CHOICE」と連携しながら、川崎温暖化対策推
進会議（CC川崎エコ会議）、川崎市地球温暖化防止活動推進センター、川崎市地球温暖化防止活動推
進員等と連携し、普及啓発を推進する。また、東京 2020 オリンピック・パラリンピック大会を契機と
した「かわさきエコ暮らし未来館」等での情報発信の強化等を進める。

　増加傾向にある都市活動に係る二酸化炭素排出量を抑制し、持続可能なまちづくりを進めるため、
再生可能エネルギーの導入やICT活用などのエネルギーの最適利用により、災害時における安全・安心、
市民生活の利便性・快適性の向上を図るとともに、建築物のエネルギー性能の向上、次世代エネルギー
等の導入などの取組を進める。

<主な取組>

　○エコ暮らし（スマートライフスタイル）の推進
・川崎温暖化対策推進会議（CC川崎エコ会議）のネットワークを活用したCOOL CHOICE をはじ
めとする協働の取組の推進
・川崎市地球温暖化防止活動推進センターや川崎市地球温暖化防止活動推進員と連携した取組の推進
・地球温暖化その他の環境問題の意識啓発や地域緑化、子ども向けの環境事業など、学校や企業、
地域等と連携し、各区の特徴を活かした取組を推進

　○環境教育・環境学習の推進
・かわさきエコ暮らし未来館、王禅寺エコ暮らし環境館等を活用した環境教育・学習の推進
・東京 2020 オリンピック・パラリンピック大会を契機としたかわさきエコ暮らし未来館等での情報
発信の強化

<関連する主な施策>

<主な取組>

　○エネルギーの地産地消・自立分散の推進
・災害時にも活用するため住宅用太陽光発電設備と蓄電池を併せた導入や、電気自動車（EV）等の
蓄電機能の有効活用（Vehicle to Home）の導入補助
・共同住宅等への再生可能エネルギー導入調査及び調査結果を踏まえた効果的な取組の推進

　○エネルギーの最適利用の推進

体系 施策名

Ⅰ－１－① エコ暮らし（スマートライフスタイル）の推進

Ⅰ－２－① 環境教育・学習の推進
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3 グリーンイノベーション・環境技術活用プロジェクト

　川崎市には、地球温暖化対策等に活用できる優れた環境技術を有する企業や、多数の研究開発機関
が立地している。こうした川崎市の特徴を活かし、地球温暖化対策等に資する製品・サービスの国内
外への普及や国際的な環境活動、環境技術の移転などにより、市内産業の活性化とともに地球規模で
の対策に貢献する。

<主な取組>

　○グリーン・イノベーション推進方針に基づく取組
・「かわさきグリーンイノベーションクラスター」と連携した研究会の開催等の取組の推進

　○地球温暖化対策等に資する製品・技術等の普及
・優れた環境技術・製品等を認定・認証する低CO2川崎ブランド等の推進
・市内企業の新たな環境関連ビジネスの創出や国際的なビジネスマッチングの場を提供する「川崎
国際環境技術展」の開催

　○環境技術を活かした国際貢献
・国際連合環境計画（UNEP）や JICA等の国際・研究機関との連携

　○大規模事業者における温室効果ガス排出量の削減の推進
・事業活動地球温暖化対策計画書・報告書制度の運用、優れた取組を行った事業者の表彰の実施

・「都市計画マスタープラン」に基づくコンパクトで効率的なまちづくりの推進
・新本庁舎における最適なエネルギーマネジメントの実現に向けた取組の推進
・川崎駅周辺地区におけるスマートコミュニティ事業の推進

　○次世代エネルギー等の導入の推進
・「水素社会の実現に向けた川崎水素戦略」に基づく取組の推進
・廃棄物発電の活用に向けた取組の推進

　○建築物のエネルギー性能の向上
・ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の導入補助
・建築物環境配慮制度（CASBEE川崎）、低炭素建築物認定制度等の運用
・建築物省エネ法に基づく審査等の実施

　○次世代自動車等の普及の推進
・電気自動車（EV）や燃料電池自動車（FCV）等の次世代自動車の普及の推進

<関連する主な施策>

体系 施策名

Ⅲ－１－① エネルギーの地産地消・自立分散の推進

Ⅲ－１－② エネルギーの最適利用の推進

Ⅲ－１－③ 次世代エネルギー等の導入の推進

Ⅲ－２－① 新築建築物の省エネ化・ゼロエネ化の推進

Ⅲ－２－② 既築建築物のエネルギー性能の向上の推進

Ⅳ－１－③ 次世代自動車等の普及の推進
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　○スマートコンビナート等の推進
・臨海部立地企業で構成されるNPO法人や神奈川県等と連携した川崎臨海部における資源循環・未
利用エネルギー有効活用の検討や情報発信の実施

<関連する主な施策>

4 市の率先行動推進プロジェクト

　市役所は、市民・事業者に率先して温室効果ガス排出量の削減に努める必要がある。公共施設にお
ける創エネ・省エネ・蓄エネの総合的な取組や公用車における次世代自動車の導入等の取組、下水処
理や廃棄物処理の過程において排出する温室効果ガスの対策等を進める。

<主な取組>

　○公共施設における創エネ・省エネ・蓄エネの総合的な取組の推進
・市施設の省エネルギー診断等により運用改善による省エネルギーの推進
・施設の新築や改築時等における高効率機器等の環境配慮技術の導入の推進
・麻生区役所、麻生スポーツセンター等でのESCO事業の実施

　○公用車における次世代自動車の導入推進
・公用車における次世代自動車、低公害・低燃費車等の導入
・廃棄物発電を活用したごみ収集車等の導入

<関連する主な施策>

体系 施策名

Ⅱ－１－① 大規模事業者における温室効果ガス排出量の削減の推進

Ⅱ－１－③ スマートコンビナート等の推進

Ⅷ－１－① 環境技術の普及と次世代技術の開発等の推進

Ⅷ－１－② 環境技術を活かした国際貢献の推進

Ⅷ－２－① 環境に関する総合的な研究の推進

体系 施策名

Ⅱ－ 2－① 市施設における温室効果ガス排出量の削減の推進

Ⅱ－ 2－② 公用車における次世代自動車の導入等の推進

Ⅱ－ 2－③ 環境に配慮した契約や物品購入の推進
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第4章  施策ごとの主な取組

Ⅰ 低炭素で快適な市民生活のまち

　民生部門（家庭系）の二酸化炭素排出量は 2013 年度まで増加傾向にあったが、その後、減少に転じ
ている。市域における家庭部門のエネルギー使用量も、世帯数・人口の増加や電化製品の普及等の影
響により、基準年度よりは増加したものの、省エネルギーの取組等により 2013 年度をピークに減少に
転じている。
　しかしながら、市域の世帯数・人口の増加は 2030 年度まで続く見込みとなっており、追加的な対策
を講じない場合には、民生部門（家庭系）の二酸化炭素排出量が増加すると予測される。

<基本計画における基本的方向>

○川崎市地球温暖化防止活動推進センターを核に、川崎市地球温暖化防止活動推進員や事業者などの
多様な主体の協働のもと、市民や事業者の節電・省エネなどの環境配慮行動を実践する「エコ暮らし」
を広く発信する。あわせて、多くの企業が立地する川崎市の特性を踏まえ、従業員による実践活動も促
す。こうした取組により、市民生活における温室効果ガス排出量削減を推進する。

○環境に配慮したライフスタイルや気候変動への適応の理解を深めるとともに、環境配慮行動の実践や
環境にやさしい商品・サービスの選択を促すため、将来を担う子どもから大人まで、ライフステージに
応じた環境教育・環境学習を推進する。

現状と課題
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　基本計画に示す施策ごとの方向性を踏まえ、第１期実施計画期間においては、次のとおり取り組ん
でいく。

主な指標

施策ごとの主な取組

<基本計画における方向性>

　市民生活における温室効果ガス排出量の削減に向けては、生活の質の向上も考慮しながら、節電など
の環境に配慮した行動、省エネ機器等の選択・導入、さらに再生可能エネルギーの利用など「エコ暮ら
し」の実践を定着させていく必要がある。
　このため、市民・事業者などのさまざまな主体と連携し、各区の特徴を活かした取組やうちエコ診断
の活用などの幅広い普及啓発を実施するとともに、ＩＣＴを効果的に活用した取組などを推進していく。

Ⅰ－１ 市民生活における温室効果ガス排出量削減の推進

　① エコ暮らし（スマートライフスタイル）の推進
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<基本計画における方向性>

　地球温暖化対策等の推進には、市民・事業者・行政がそれぞれの役割に応じて取組を進め、気温上昇
や強雨の発生、生物多様性への影響などを含めて地球環境に関する理解を向上させていく必要がある。
このため、副読本等を活用した環境教育の推進、川崎市地球温暖化防止活動推進員による学校、地域等
での環境教育・環境学習、区役所における取組などを推進していく。
　また、川崎区浮島町にある「かわさきエコ暮らし未来館」、麻生区王禅寺にある「王禅寺エコ暮らし環
境館」、高津区の高津市民館内にある「ＣＣかわさき交流コーナー」などの環境教育・環境学習拠点を有
効に活用し、特に持続可能性への取組を掲げる東京2020オリンピック・パラリンピック大会を契機とし
た情報発信の強化などに取り組んでいく。
　さらに、川崎市地球温暖化防止活動推進員をはじめとした地球温暖化防止活動に取り組むリーダーの
育成などを推進していく。

Ⅰ－2 環境教育・環境学習の推進

　① 環境教育・環境学習の推進

実施計画-01-70-本文_1.indd   15実施計画-01-70-本文_1.indd   15 2018/03/23   14:572018/03/23   14:57



16

Ⅱ 低炭素な事業活動のまち

1　事業活動における温室効果ガス排出量

　産業系（エネルギー転換部門、産業部門、工業プロセス部門）の二酸化炭素排出量は、基準年度と
比較して減少しているが、民生部門（業務系）の排出量は増加している。
　二酸化炭素以外の温室効果ガスでは、メタン、一酸化二窒素の排出量は基準年度より増加し、ハイ
ドロフルオロカーボン類（H F C s）、パーフルオロカーボン類（P F C s）、六ふっ化硫黄は基準年度
より減少している（p8 表 2-1-1 参照）。
　条例に基づく特定事業者（原油換算で 1,500kl/ 年以上のエネルギーを使用する事業者等）の事業活
動に伴う温室効果ガス排出量は減少傾向にあるが、引き続き、エネルギー使用量の削減等による二酸
化炭素排出量の削減を推進していくとともに、二酸化炭素以外の温室効果ガス排出量についても更な
る削減を促していく必要がある。

<基本計画における基本的方向>

　次の取組を着実に進めていくことで、低炭素な事業活動のまちの実現を目指す。

○事業所における再生可能エネルギーなどの利用、エネルギーの効率的な利用を促し、低炭素型のビジ
ネススタイルの普及、定着を図り、事業活動に伴う温室効果ガス排出量の削減を推進する。

○市役所が、一事業者としてエネルギー使用量の削減、災害時等にも活用できる再生可能エネルギーの
優先的な利用や環境に配慮した契約や物品の調達等を実施し、率先した取組を推進する。

【目標：2030年度までに市役所の事業活動に伴う温室効果ガス排出量を2013年度比で23％削減する】

現状と課題
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2　市役所の率先取組

　市役所から排出する温室効果ガスの排出量は、人口・世帯の増加による行政需要の拡大や公共施設
床面積の増加、電力排出係数の悪化等により増加したものの、近年は市施設での都市ガス使用量、電
気使用量が減少に転じ、温室効果ガス排出量も減少傾向にある。しかしながら、世帯数・人口の増加
は 2030 年度まで続く見込みとなっており、今後も行政需要の拡大が見込まれる。

主な指標

施設における
エネルギー使用※

に由来するもの

エネルギー使用に
由来しないもの
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　基本計画に示す施策ごとの方向性を踏まえ、第１期実施計画期間においては、次のとおり取り組ん
でいく。

施策ごとの主な取組

<基本計画における方向性>
　これまで、条例に基づく事業活動地球温暖化対策計画書・報告書制度を効果的に運用することで、事
業者の自主的な取組を促し、温室効果ガス排出量を削減してきた。
　しかしながら、依然として産業系からの排出量が７割を超える川崎市において、大規模事業者におけ
る取組は重要であることから、環境性能の優れた設備等の導入やさらなる自主的な取組を推進する必要
がある。このため、事業活動地球温暖化対策計画書・報告書制度において優れた取組を行った事業者の
表彰等により、大規模事業者における温室効果ガス排出量の削減に取り組んでいく。
　また、神奈川県と連携し、地球温暖化係数の大きい代替フロン類等の削減に向けた啓発も進めていく。

<基本計画における方向性>
　中小規模事業者については、専門的な知識や資金面での支援を行うことで、温室効果ガス排出量の削
減の取組に繋がることが期待できる。このため、事業所の省エネルギー診断や、省エネ機器等への補助
などにより温室効果ガス削減を促す支援を行っていく。

Ⅱ－１ 事業活動における温室効果ガス排出量の削減の推進

　① 大規模事業者における温室効果ガス排出量の削減の推進

　② 中小規模事業者における温室効果ガス排出量の削減の推進
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<基本計画における方向性>
　京浜臨海部には、石油精製、石油化学、鉄鋼、化学、電気・ガスなどの素材・エネルギー産業が立地して
おり、様々な企業間連携が可能な環境がある。
　これまでも、千鳥・夜光地区コンビナート内で火力発電所の蒸気を活用する取組や川崎エコタウンで
の資源循環の高度化などが進められてきており、今後も、未利用エネルギーの活用や資源循環型社会の
構築など、地域特性を活かした取組を進めていく。

　③ スマートコンビナート等の推進
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<基本計画における方向性>
　市役所は、市民・事業者に率先して温室効果ガス排出量削減に努める必要があり、施設の省エネル
ギー診断に基づく運用改善、災害時等にも活用できる太陽光発電設備と蓄電池の導入、新築・改築時に
おける高効率機器導入、緑化などの環境配慮の取組を推進していく。
　また、省エネルギー化と維持管理費の低減を図るESCO事業について、既存施設の設備改修に活用が
可能な場合には導入するなど、民間のノウハウを活用した取組を推進していく。
　さらに、下水処理や廃棄物処理においては、その過程においてエネルギー使用に由来しない温室効果
ガスの排出があり、これらの対策もあわせて推進していく。

Ⅱ－2 市役所の率先取組の推進

　① 市施設における温室効果ガス排出量の削減の推進

省エネ
改修工事費

光熱水費
光熱水費 光熱水費

市利益
市利益

計測検証等

ESCO事業契約期間

光熱水費

現在 省エネ改修実施中 契約終了後省エネサービス期間（3年間）

一
括
払
い

削
減
分
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<基本計画における方向性>
　川崎市環境配慮契約推進方針や川崎市グリーン購入推進方針に基づき、電気自動車（EV）や燃料電池
自動車（FCV）などの環境に配慮した次世代自動車の導入を進めるともに、エコドライブを推進するな
ど、公用車における地球温暖化対策に取り組んでいく。

<基本計画における方向性>
　経済性に留意しつつ価格以外の多様な要素も考慮し、環境に配慮した契約や調達を行うことは、環境
に配慮した物品等が市場において一層普及していくことにつながっていく。
　このため、川崎市グリーン購入推進方針に基づく環境に配慮した物品・サービスの調達や、川崎市環境
配慮契約推進方針に基づき、電気事業者の環境配慮の取組を評価した環境配慮電力入札など、契約時に
おける競争性を確保しながら、環境性能も含め総合的に評価する取組を推進する。

　② 公用車における次世代自動車の導入等の推進

　③ 環境に配慮した契約や物品購入の推進
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Ⅲ 再生可能エネルギー等の導入とエネルギーの最適利用による低炭素なまち

　市内の太陽光発電設備容量は、2005 年度と比較して、2016 年度末に約 25 倍に増加した。また、住
宅用太陽光発電設備等への補助事業では、太陽光発電設備導入量が 2005 年度比で約 8.9 倍に増加して
いる。こうした中で、川崎市域の特性を踏まえつつ、廃棄物発電といったバイオマスを初めとする太
陽光以外の再生可能エネルギーの導入にも取り組んでいく必要がある。
　また、2013 年度の市内の総住宅数は 75 万 3,600 戸、5年間の増加率は 9.8% で全国の増加率を上回っ
ている。市域の世帯数・人口の増加は 2030 年度まで続く見込みとなっており、引き続き、環境に配慮
した建築物の普及促進を図る必要がある。

<基本計画における基本的方向>
　次の取組を着実に進めていくことで、創エネ・省エネ・蓄エネの推進を基本に、再生可能エネルギー等
の導入とエネルギーの最適利用による低炭素なまちの実現を目指す。
○ICTを活かしたエネルギーマネジメントシステム（EMS）などによる効率的なエネルギー利用や、災害時
にも有効な再生可能エネルギー、蓄電池、コージェネレーションシステムの導入によるエネルギーの自
立分散を進める。あわせて、将来の温室効果ガスの大幅な削減の可能性につながる水素などの次世代
エネルギーの導入を推進する。

○LED照明やコージェネレーションシステム、燃料電池などの高効率機器の導入とともに、ヒートショック
対策等にも寄与する高断熱、高気密、そして長寿命等の環境に配慮した住宅・建物の建築などにより、
建築物のエネルギー性能の向上を進める。

現状と課題

主な指標

指標一覧は p44 に掲載
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　基本計画に示す施策ごとの方向性を踏まえ、第１期実施計画期間においては、次のとおり取り組ん
でいく。

施策ごとの主な取組

<基本計画における方向性>
　これまで、住宅、事業場等での太陽光発電設備の設置や臨海部における大規模太陽光発電所整備な
ど、太陽光をはじめとした再生可能エネルギーの導入を推進してきた。再生可能エネルギーは、災害時に
活用できる電源にもなることから、蓄電池を併せた導入や、電気自動車（EV）の蓄電機能を活用し、電力
を住宅と融通するV2H（Vehicle to Home）等の導入を進める。また、これらの取組とあわせてコージェ
ネレーションシステムを有効活用することにより、エネルギーの地産地消・自立分散を推進していく。

<基本計画における方向性>
　これまで、条例に基づく事業活動地球温暖化対策計画書・報告書制度を効果的に運用することで、事
業者の自主的な取組を促し、温室効果ガス排出量を削減してきた。
　エネルギー分野におけるICTの活用が進展してきており、エネルギーマネジメントシステム（EMS）に
よるエネルギー消費量の削減や電力使用のピークカットなど、エネルギーの最適利用を推進していく。
　また、様々な都市機能の効率的な集約化等による環境にやさしく利便性の高いコンパクトな都市の形
成や、開発事業における環境配慮など、エネルギーが効率的に利用される低炭素都市づくりを推進して
いく。

Ⅲ－１ 再生可能エネルギー等の導入とエネルギーの最適利用の推進

　① エネルギーの地産地消・自立分散の推進

　② エネルギーの最適利用の推進
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<基本計画における方向性>
　川崎市では、次世代エネルギーとして期待される水素について、事業者と連携し水素に関する実証事
業等を行っており、将来の温室効果ガス排出量の大幅な削減に向けて水素利用を推進していく。
　また、廃棄物発電の活用など、未利用エネルギーなどの活用も進めていく。

　③ 次世代エネルギー等の導入の推進
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<基本計画における方向性>
　住宅や事業用のビルなどの建築物は、建設後の使用年数も長く建築時における対策が重要である。
このため、建築物省エネ法やCASBEE川崎などの法令等に基づく取組にくわえ、LED照明やコージェネ
レーションシステム、燃料電池などの高効率機器の導入により、創エネ・省エネ・蓄エネの総合的な取組
を進めることで、新築建築物の省エネ化等を推進する。
　また、ZEH（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）等のゼロエネルギー建築物や、資材製造・建築段階か
ら解体・再利用まで含めたライフサイクル全体で二酸化炭素排出量がマイナスになるライフサイクル・
カーボン・マイナス住宅などの普及も進めていく。

Ⅲ－2 建築物のエネルギー性能の向上

　① 新築建築物の省エネ化・ゼロエネ化の推進
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<基本計画における方向性>
　既築建築物は、空調、照明などの省エネ化や再生可能エネルギー機器等の導入といった創エネ・省エ
ネ・蓄エネ化を進めることなどにより、エネルギー性能の向上を推進していく。

　② 既築建築物のエネルギー性能の向上の推進
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Ⅳ 低炭素な交通環境のまち

　運輸部門の二酸化炭素排出量は、基準年度から一度増加したものの、2000 年度以降は減少傾向で推
移し、近年は基準年度の排出量を下回っている。
　市内の電気自動車（EV）、プラグインハイブリッド自動車（PHV）、ハイブリッド自動車（HV）の
普及台数は大幅に増加している。また、周辺都市と比較して、自動車分担率（利用割合）が低く、鉄
道やバスなどの公共交通の分担率が高い傾向にある。
　しかしながら、乗用車から排出する二酸化炭素排出量は基準年度より増加しているなど、引き続き、
運輸部門からの二酸化炭素排出量の削減に取り組む必要がある。

<基本計画における基本的方向>
　環境にやさしい交通ネットワークの整備の推進、公共交通機関の利便性向上、次世代自動車等の普及
推進などにより、市民や川崎を訪れる人が快適、便利に利用できる低炭素な交通環境のまちの構築を目
指す。

現状と課題

実施計画-01-70-本文_1.indd   27実施計画-01-70-本文_1.indd   27 2018/03/23   14:572018/03/23   14:57



28

主な指標

　基本計画に示す施策ごとの方向性を踏まえ、第１期実施計画期間においては、次のとおり取り組ん
でいく。

施策ごとの主な取組

<基本計画における方向性>
　都市計画道路などの道路整備等や立体交差事業の推進により環境にやさしい交通ネットワークの整備
を進めるとともに、物流の効率化・モーダルシフトなどの自主的な取組を推進していく。
　また、自転車ネットワークの構築を推進していく。

Ⅳ－1 交通における温室効果ガス排出量削減の推進

　① 環境にやさしい交通ネットワークの整備の推進

<基本計画における方向性>
　路線バスサービスの充実、駅前や駅周辺地域の交通環境の整備、鉄道ネットワークの機能強化などに
より、公共交通機関の利便性向上を推進していく。

　② 公共交通機関の利便性向上の推進
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<基本計画における方向性>
　電気自動車（EV）・プラグインハイブリッド自動車（PHV）・燃料電池自動車（FCV）などの次世代自動
車（乗用車・トラック・バス）や低公害・低燃費車の普及とともに、エコドライブなどにより、自動車にお
ける対策を推進していく。
　また、電気自動車の蓄電機能を活用したV2H（Vehicle to Home）等の導入を促し、電気自動車の新
たな付加価値の創出・普及を図るとともに、次世代自動車の普及に向けた利用環境の整備なども推進し
ていく。

　③ 次世代自動車等の普及の推進
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Ⅴ 多様なみどりが市民をつなぐまち

　川崎市における緑の概況としては、多摩丘陵、多摩川崖線、多摩川、臨海部の海が市域の骨格を形
成し、川崎市を特徴づける重要な自然的環境資源となっている。また、北西部に位置する多摩丘陵に
は、丘陵地や台地の畑、果樹園、谷戸の樹林地など、まとまりのある緑が存在している。しかしながら、
市域の大半が市街化区域であることなどにより、樹林地や農地の減少傾向が見られる。
　こうした中で、川崎市では、緑地や農地保全などにより、公園緑地や緑化などの緑のインフラを保全・
創出してきた。
　緑の保全や緑化の推進、水辺環境の保全は地球温暖化対策やヒートアイランド現象の緩和に寄与す
るものであり、「川崎市緑の基本計画」と連携した取組が重要である。

<基本計画における基本的方向>
　市民・事業者・行政などさまざまな主体の連携により、緑地の保全、緑化の推進、公園緑地の整備、水
辺空間の活用等を推進し、緑と水のネットワークを形成することで、地球温暖化対策やヒートアイランド
現象の緩和にくわえ、防災・減災にもつなげていく。

現状と課題

主な指標

指標一覧は p45 に掲載
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　基本計画に示す施策ごとの方向性を踏まえ、第１期実施計画期間においては、次のとおり取り組ん
でいく。

施策ごとの主な取組

<基本計画における方向性>
　多摩丘陵軸、多摩川崖線軸の緑をはじめ、市街地に残る身近な緑や里山・水辺地と一体となった緑の
保全、回復、育成と農業振興地域及び生産緑地地区等における農地の保全・活用や「農」とのふれあいを
推進していく。
　また、緑化推進重点地区や地域緑化推進地区などにおける地域緑化と、公共公益施設や事業所による
緑化を推進していく。

Ⅴ－1 緑地の保全・緑化等の推進

　① 樹林地・農地の保全と緑化の推進

実施計画-01-70-本文_1.indd   31実施計画-01-70-本文_1.indd   31 2018/03/23   14:582018/03/23   14:58



32

<基本計画における方向性>
　公園緑地は良好な都市環境の形成に資するものであり、地域特性に応じて、特色のある公園緑地の整
備や身近な公園の整備を推進していく。

<基本計画における方向性>
　運河や多摩川などの水辺地環境の保全・整備と活用、さらには臨海部の緑化地の創出と連携した風の
道の形成を推進していく。

　② 公園緑地の整備の推進

　③ 水辺空間の活用の推進
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Ⅵ 低炭素な循環型のまち

　廃棄物部門の二酸化炭素排出量は、廃棄物の原燃料使用等による排出量※の増加により、全体として
基準年度より増加している。
　これまでのごみ減量の取組により、1人 1日当たりのごみ排出量は減少しており、ごみ焼却量も削減
されているが、持続可能な循環型社会の形成のため、引き続き、川崎市一般廃棄物処理基本計画や川
崎市産業廃棄物処理指導計画に基づく取組により、廃棄物の発生抑制や資源化を推進していく必要が
ある。
※廃油から製造される燃料油、廃プラスチック類から製造される燃料油、ごみ固形燃料の使用による排出量

<基本計画における基本的方向>
　市民・事業者・行政による3R（リデュース・リユース・リサイクル）、とりわけ環境負荷の低い2R（リ
デュース・リユース）を推進することで、プラスチックなどの化石燃料で作られた製品等の焼却時に発生す
る二酸化炭素排出量の削減を進める。あわせて廃棄物発電などごみ焼却時の熱エネルギーを最大限活用
し、低炭素な循環型のまちの形成を推進する。

現状と課題
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主な指標

　基本計画に示す施策ごとの方向性を踏まえ、第１期実施計画期間においては、次のとおり取り組ん
でいく。

施策ごとの主な取組

<基本計画における方向性>
　市民生活における3Rの実践に向け、廃棄物減量指導員等との連携やごみゼロカフェなどの市民参加に
よる普及啓発を進め意識向上を図るとともに、リサイクル体制の整備・拡充などを推進していく。

Ⅵ－1 循環型社会形成の推進

　① 市民生活における廃棄物の３Ｒの推進

<基本計画における方向性>
　事業活動における3R推進に向け、3Rに取り組む店舗等に係る認定制度の普及、食品ロス対策、事業
系資源物のリサイクルルートの拡充などの事業系一般廃棄物の対策や、廃棄物自主管理事業、各種リサ
イクル法の適切な運用などの産業廃棄物の対策を推進していく。

　② 事業活動における廃棄物の３Ｒの推進
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<基本計画における方向性>
　廃棄物処理における温室効果ガス排出量の削減に向け、環境にやさしいごみ輸送や処理センターの整
備によるごみ発電事業等の余熱利用を推進するとともに、廃棄物発電の新たな活用の検討などを進めて
いく。

　③ 廃棄物処理における温室効果ガス排出量の削減の推進

実施計画-01-70-本文_1.indd   35実施計画-01-70-本文_1.indd   35 2018/03/23   14:582018/03/23   14:58



36

 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅶ 気候変動に適応し安全で健康に暮らせるまち

　川崎市域の年平均気温は、観測しているすべての地点において、過去 30 年で上昇しているほか、年
降水量は、統計期間の 37 年間において、宮前区野川、麻生区早野で増加傾向が見られる。
　気候変動の将来予測では、21 世紀末において、市内の年平均気温、日最高気温、日最低気温は上昇し、
真夏日日数は増加、短時間強雨の発生頻度も増加すると予測されている。また、海面上昇も予測され
ている。

<基本計画における基本的方向>
　治水・水害対策、熱中症対策、感染症対策、暑熱対策などの気候変動適応策や、気候変動に関する科学
的な情報の収集・提供を行い、市民が安全で健康に暮らせるまちの形成を推進する。

現状と課題

主な指標
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　基本計画に示す施策ごとの方向性を踏まえ、第１期実施計画期間においては、次のとおり取り組ん
でいく。

施策ごとの主な取組

<基本計画における方向性>
　気候変動による短時間強雨に対応するため、洪水に対応した河道整備や雨水流出抑制施設等を活用し
た流域対策、また防災意識の向上など、総合的な治水・浸水対策を推進していく。

Ⅶ－1 気候変動適応策の推進

　① 治水・水害対策の推進

<基本計画における方向性>
　気温上昇による熱中症を予防するため、熱中症患者の発生状況の把握、健康情報の提供による普及啓
発など、子どもや高齢者等への熱中症対策を推進していく。

　② 熱中症対策の推進
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<基本計画における方向性>
　蚊が媒介する感染症対策として、蚊の発生を防ぐ対策等を進めていく。

　③ 感染症対策等の推進

<基本計画における方向性>
　暑熱環境の緩和に資する緑・水の確保、地表面被覆の改善、風の道の形成や排熱の抑制等の対策を推
進していく。

　④ 暑熱対策（ヒートアイランド対策含む）の推進

実施計画-01-70-本文_1.indd   38実施計画-01-70-本文_1.indd   38 2018/03/23   14:582018/03/23   14:58



39

<基本計画における方向性>
　市内の気温や降水量の継続的な測定による気候変動状況の把握や暑熱に関する調査・研究を実施し、
市民・事業者に対する情報提供を推進していくとともに、国の適応計画に示された取組について、川崎
市の特性を踏まえながら適切に対応していく。

　⑤ 気候変動に関する観測・分析、調査研究等の推進
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Ⅷ 環境技術・環境産業で貢献するまち

　川崎市は、京浜工業地帯の中核として日本の産業を支えるとともに、公害対策をはじめとした環境
問題に取り組んできた経過から、低炭素・公害対策・資源循環・エネルギー等に係る多くの環境技術・
産業が集積している。
　近年は、科学技術に関連する研究開発機関の集積が進んでおり、約 400 の研究開発機関等が立地し
ている。

<基本計画における基本的方向>
○地球温暖化対策等に資する製品・サービスの国内外への提供や、国際的な環境活動、環境技術の移転
　など環境技術・環境産業による国内外への貢献を進め、低炭素社会の構築を先導していく。
○将来の大幅な温室効果ガス排出量削減に向けて、地球温暖化対策等に資する技術の研究・開発を支援
　する。

現状と課題

主な指標

　基本計画に示す施策ごとの方向性を踏まえ、第１期実施計画期間においては、次のとおり取り組ん
でいく。

施策ごとの主な取組

Ⅷ－1 環境技術・環境産業による貢献の推進

　① 環境技術の普及と次世代技術の開発等の推進

<基本計画における基本的方向>
　気候変動の影響を低減していくには、地球規模で温暖化対策を進める必要がある。このため、川崎の
特徴である環境技術・環境産業を活かし、川崎国際環境技術展などの展示会、イベント等を通じて、低
CO2川崎ブランドなどの地球温暖化対策等に資する製品・技術等の普及とともに、事業者との協働による
環境分野における新たな事業化アイデア獲得などを推進していく。
　また、ナノ・マイクロ技術、水素に関する技術、IoTの活用など、川崎のポテンシャルを活かした産学公民
連携による次世代技術の技術開発や社会実装を目指す取組への支援を進めていく。
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<基本計画における方向性>
　JICA等の国際機関と連携した環境技術の海外展開や、海外からの視察・研修の受け入れを行うこと
で、川崎市が持つ環境技術等により、国際貢献を推進していく。

　② 環境技術を活かした国際貢献の推進
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<基本計画における方向性>
　将来の大幅な温室効果ガス排出量削減に向けては、新たな環境技術や環境産業を生み出していく必
要があり、産学公民連携による共同研究事業や環境技術情報の収集・発信を進めていく。

Ⅷ－2 環境に関する総合的な研究の推進

　① 環境に関する総合的な研究の推進
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第5章  進行管理
　地球温暖化対策等を着実に推進していくために、実施計画に定める指標を用いて、PDCAサイクル
を基本とした進行管理を行う。

1 実施計画の策定（PLAN）
基本計画に示された地球温暖化対策の目標及び基本的方向を踏まえ、地球温暖化対策等の推進のた
めに実施する事務事業に関する実施計画を定める。

2 措置の実施（DO）
実施計画に位置付けられた事務事業を着実に実行する。

3 評価（CHECK）
実施計画に定める指標を用いながら、地球温暖化対策等の取組に関する評価を実施する。この内容
については、条例第 7条第 2項に基づき環境審議会に報告するとともに、広く公表する。

4 改善（ACTION）
実施計画に定める指標を用いた評価結果や、環境審議会やさまざまな主体からの意見を踏まえ、
実施計画を改定する。

実施計画-01-70-本文_1.indd   43実施計画-01-70-本文_1.indd   43 2018/03/23   14:582018/03/23   14:58



44

 

指標一覧
事務事業の特性に応じて定める指標は次のとおりである。
※目標、目安等については、地球温暖化対策推進基本計画において定める目標、目安のほか、川崎市総合計画第 2期実施計画に定
　める主な成果指標や個別計画等において定める目標を位置付けている。
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30施策の事務事業一覧

Ⅰ　低炭素で快適な市民生活のまち
Ⅰ－1　市民生活における温室効果ガス排出量削減の推進
Ⅰ－1　①エコ暮らし（スマートライフスタイル）の推進

※事務事業一覧は、川崎市総合計画第２期実施計画等を基にまとめている。
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Ⅰ－2　環境教育・環境学習の推進
Ⅰ－2　①環境教育・環境学習の推進
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Ⅱ　低炭素な事業活動のまち
Ⅱ－1　事業活動における温室効果ガス排出量の削減の推進
Ⅱ－1　①大規模事業者における温室効果ガス排出量の削減の推進

Ⅱ－1　②中小規模事業者における温室効果ガス排出量の削減の推進

Ⅱ－1　③スマートコンビナート等の推進
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Ⅱ－2　市役所の率先取組の推進
Ⅱ－2　①市施設における温室効果ガス排出量の削減の推進
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Ⅱ－2　②公用車における次世代自動車の導入等の推進

Ⅱ－2　③環境に配慮した契約や物品購入の推進
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Ⅲ　再生可能エネルギー等の導入とエネルギーの最適利用による低炭素なまち
Ⅲ－1　再生可能エネルギー等の導入とエネルギーの最適利用の推進
Ⅲ－1　①エネルギーの地産地消・自立分散の推進

Ⅲ－1　②エネルギーの最適利用の推進
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Ⅲ－1　③次世代エネルギー等の導入の推進

Ⅲ－2　建築物のエネルギー性能の向上
Ⅲ－2　①新築建築物の省エネ化・ゼロエネ化の推進
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Ⅲ－2　② 既築建築物のエネルギー性能の向上の推進

Ⅳ　低炭素な交通環境のまち
Ⅳ－1　交通における温室効果ガス排出量削減の推進
Ⅳ－1　①環境にやさしい交通ネットワークの整備の推進
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Ⅳ－1　②公共交通機関の利便性向上の推進
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Ⅳ－1　③次世代自動車等の普及の推進

Ⅴ　多様なみどりが市民をつなぐまち
Ⅴ－1　緑地の保全・緑化等の推進
Ⅴ－1　①樹林地・農地の保全と緑化の推進
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Ⅴ－1　②公園緑地の整備の推進
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Ⅴ－1　③水辺空間の活用の推進

Ⅵ　低炭素な循環型のまち
Ⅵ－１　循環型社会形成の推進
Ⅵ－１　①市民生活における廃棄物の３Rの推進
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Ⅵ－１　②事業活動における廃棄物の３Rの推進

Ⅵ－１　③廃棄物処理における温室効果ガス排出量の削減の推進
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Ⅶ　気候変動に適応し安全で健康に暮らせるまち
Ⅶ－１　気候変動適応策の推進
Ⅶ－１　①治水・水害対策の推進
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Ⅶ－１　②熱中症対策の推進

Ⅶ－１　③感染症対策等の推進
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Ⅶ－１　④暑熱対策（ヒートアイランド対策含む）の推進
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Ⅶ－１　⑤気候変動に関する観測・分析、調査研究等の推進
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Ⅷ　環境技術・環境産業で貢献するまち
Ⅷ－１　環境技術・環境産業による貢献の推進
Ⅷ－１　①環境技術の普及と次世代技術の開発等の推進

Ⅷ－１　②環境技術を活かした国際貢献の推進
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Ⅷ－２　環境に関する総合的な研究の推進
Ⅷ－２　①環境に関する総合的な研究の推進
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